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令和２年度事業報告 

令和2年8月 定例の同窓会役員会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催

を見送る 

令和2年9月 『岐聖大通信「和」（やわらぎ）』17,132名分発送 

 2020年春号・秋号 送付(令和2年3月卒業生以外) 

 2020年秋号 送付(令和2年3月卒業生) 

令和2年10月20日 同窓会執行部会開催(羽島キャンパス6号館2階会議室) 

（出席者）執行部役員9名 大学1名 

 

令和2年10月26日 同窓会役員会(書面決議) 議案書・議決権行使書発送 

議決権行使書は評議員の半数を超える70名(郵送可能な評議員総数120名

)から送付され、すべての議案において賛成69票、白票1票となり、原案の

通り承認 

令和3年3月10日 同窓会からの寄付金贈呈式 

 大学同窓会から300万円、短期大学部同窓会から100万円の寄付 

羽島キャンパスの学長室にて藤井德行学長に対し、北島博輝大学同窓

会会長、黒田短期大学部同窓会会長と共に目録を贈呈 

令和3年3月15日 同窓会入会式（714名入会) 

 ※入会式は卒業式を感染拡大防止対策による簡略化に伴い、式典を省

略し書面にて実施 

 ※同窓生総数20,917名（令和3年3月現在） 

助成関係 

（１）学生・サークル等への助成 

○大学卒業記念パーティー助成 開催中止のため助成なし 

○水泳部 

 第96回日本選手権水泳競技大会激励金（50,000円） 

 

（２）事業後援 

○第８回「授業の鉄人」コンクール後援（300,000円） 

○聖和会学習会(20,000円) 

○教育実践科学研究センター紀要  

 優秀教育実践研究奨励賞 1名(30,000円) 

 

（３）同窓会等助成（1,000円／参加者1名あたり） 

○教育学部理科専修１期生 １２名 
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（１）学生・サークル等への助成 

・大学卒業記念パーティー助成 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

・水泳部  

第 96 回日本学生選手権水泳競技大会出場  

期間 令和 2 年 10 月 1 日(木)～4 日(日)  

会場 東京辰巳国際水泳場  

出場結果  

女子 200m 個人メドレー 予選 4 組 
朝日菜月(教育学部体育専修 2 年) タイム 2:23.66 29 位  

男子 1500m 自由形 タイム決勝 4 組  
関山 翔太(経済情報学部 3 年) タイム 17:25.66 29 位 

男子 100m バタフライ 予選 5 組 
 横井隆一郎(外国語学部 4 年) タイム 55.69 35 位 

女子 100m 平泳ぎ 予選 4 組 

鈴木莉子(外国語学部 4 年) タイム 1:10.06 7 位 

朝日菜月(教育学部体育専修 2 年) タイム 1:12.99 27 位 
女子 100m 平泳ぎ 決勝 1 組 
 鈴木莉子(外国語学部 4 年) タイム 1:10.14 7 位 

 

 

（２）事業後援 

・第８回授業の鉄人コンクール 

  日時 令和 3 年 1 月 10 日(日) 13:00～16:30 

  場所 岐阜聖徳学園大学羽島キャンパス７号館 

  主催 NPO 法人授業改革学会 

 申請者 西田耕介(教育学部中等教育課程数学専攻卒業) 

 審査結果 

鉄人賞(岐阜市教育長賞)受賞者 1 名 

 黒田 千恵(くろだ ちえ)先生 岐阜県 大垣市立南中学校教諭 

 中学校 2 年生 総合的な学習の時間 

 「起業と経営を学ぶ職場体験学習－模擬株式会社設立を通して－」 

優秀賞受賞者 3 名 

 安形 直樹(あんがた なおき)先生 愛知県 犬山市立犬山中学校教諭 

 中学校 2 年生 社会科 

 「社会的な見方・考え方を働かせて、深い学びを実感できる生徒の育成～4 つの幕府改革を順位付け

することを通して～(中学校 2 年・歴史的分野)」 

 細江 快(ほそえ かい)先生 岐阜県 大垣市立東小学校教諭 

 小学校 5 年生 理科 
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 「子供が見方・考え方を働かせて、生きて働く問題解決の力を獲得する指導の在り方～誰でもできる

コンピテンシーベースの授業を目指して～」 

 松岡 隆之(まつおか たかゆき)先生 岐阜県 垂井町立合原小学校教諭 

 小学校 6 年生 算数 

 「能動的な学び手を育て、子どもに任せ気付きを生み出す授業改善をめざして」 

 

・教育実践科学研究センター紀要 教育実践研究奨励賞 

 第２０号の審査結果（令和２年度） 

  ○最優秀教育実践研究奨励賞 

   該当なし 

  ○優秀教育実践研究奨励賞 

   山田 貞二(一宮市立浅井中学校校長) 

題名「道徳科を要としたカリキュラム・マネジメントの推進に関する実践研究－小単元構想を

中心として－」 
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【収入の部】

科　　目 令和２度予算額 令和２年度決算額 差異 摘                     要

会 費 7,050,000 7,300,000 △ 250,000 730名分(4年次在籍者・卒業延期者を含む)

雑 収 入 5,000 961 4,039 利息等

前 年 度 繰 越 金 819,721 819,721 0

同窓会基金からの繰り入れ 0 0 0

合 計 7,874,721 8,120,682 △ 245,961

【支出の部】

科　　目 令和２度予算額 令和２年度決算額 差異 摘                     要

人 件 費 300,000 0 300,000

印 刷 製 本 費 300,000 0 300,000

通 信 運 搬 費 2,000,000 1,865,146 134,854 「和」送料　他

備 品 消 耗 品 費 300,000 1,950 298,050 事務用品

会 議 費 200,000 10,000 190,000

旅 費 交 通 費 200,000 65,360 134,640 車料　出張旅費

同 窓 会 事 業 費 4,000,000 3,391,000 609,000
同窓会助成　事業後援(授業の鉄人など)　大学への
寄付

雑 費 374,721 33,200 341,521 誤入金修正　インターネットバンキング利用料

同 窓 会 基 金 200,000 2,000,000 △ 1,800,000

翌 年 度 繰 越 金 0 754,026 △ 754,026

合 計 7,874,721 8,120,682 △ 245,961

【同窓会基金】　

科　　目 金額

繰 越 金 51,819,218

本会計への繰り入れ 0

令 和 2 年 度 積 立 金 2,000,000

利 息 4,685

合 計 53,823,903

以上のとおり、報告いたします。

令和3年7月29日

岐阜聖徳学園大学同窓会　会計　森本　真　　 　　　印

岐阜聖徳学園大学同窓会　会計　高橋　毅行　　　　 印

上記監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

令和3年7月29日

岐阜聖徳学園大学同窓会　会計監査　石榑　光子      印

岐阜聖徳学園大学同窓会　会計監査　若山　真澄      印

令和２年度同窓会決算報告書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）
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第 2 号議案 令和３年度事業計画(案) 

 

 令和３年 ８月 同窓会役員会 開催(書面決議) 

 令和３年１０月 『岐聖大通信「和」（やわらぎ）』送付 

 令和４年 ３月 同窓会入会式（長良川国際会議場） 

※例年行っている１０月のクレマチス祭コラボ企画（卒業生へ模擬店利用券プレゼント）、１

２月の岐聖祭コラボ企画（卒業生へ模擬店利用券・学生食堂利用券プレゼント）は、大学祭規模

縮小（在学生に限定して開催を予定）に伴い今年度は実施しない。 

 

○岐聖大通信「和」の Web 化による同窓会からの送付物について 

 大学から連絡があり、令和 3 年 9 月から、年 2 回発行している岐聖大通信「和」（や

わらぎ）が Web コンテンツに移行することがわかり、今後は冊子の送付物がなくなるこ

とが判明した。なお、令和 3 年 3 月発行分は冊子があるため、今年度は送付物がなくな

ることはない。 

そこで、「和」を制作している会社に両面 1 枚程度でダイジェスト版の作成を依頼し、

令和 3 年 9 月号冊子に代わり Web へ誘導するようなチラシを印刷して送付する。 

(来年度以降は、原則送付物がなくなるため、本会として卒業生への情報提供ができ

なくなるほか、住所異動者の確認がしにくくなることから、送付について改めて検討す

ることとした) 

 

 ○三井住友トラストＶＩＳＡゴールドカードの案内追加 

 三井住友トラストカード株式会社から、卒業生への案内依頼があり、印刷物は必要数

を持ち込んでもらい、封入手数料を自己負担(会社負担)することを条件に同封に協力す

ることとする。 

 

○大学による卒業生へのアンケート送付協力 

岐阜聖徳学園大学自己点検・評価の１つとして、会員に卒業生アンケートを実施し、

その結果をカリキュラムの点検や今後の大学経営に生かすため、アンケートの同封につ

いて協力依頼があった。 

本会としては「和」と一緒に送付し、送付作業の追加料金等は大学への協力として負

担を求めないこととする。 
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三井住友トラストＶＩＳＡ
ゴールドカード

通常年会費 11,000円 (税込) を

2,750円（税込）

ご家族会員年会費は、1,100円(税込)

ロードサービスＶＩＳＡ
ゴールドカード

通常年会費 12,100円 (税込) を

3,300円（税込）

ご家族会員年会費は、1,100円(税込)

・ＥＴＣカードをご希望の場合は別途年会費が550円（税込）かかります。
( 初年度無料。1年間に1回以上のＥＴＣご利⽤請求があれば次年度も無料です。)

年 月 日まで

期間中にご入会の方に､1,000円キャッシュバック

最大8,000円相当のポイント(1,600ポイント)をプレゼント
①インターネットサービス「Vpass」にご登録のうえ、メールマガジン配信を「可」に設定していただいた方 ⇒ 最大500円相当のポイント
②本会員・ご家族会員合計で5万円以上のご利用 ⇒ 最大3,000円相当のポイント (600ポイント) （100ポイント)

「5万円以上のご利用」に加え、さらに家族カードを作成 ⇒ 最大1,000円相当のポイント (200ポイント)
③カード送付時に同封の「公共料金・携帯電話料金カード支払申込書」にてお申込みをされた方

⇒ 1つお申込みで 最大1,500円相当のポイント (300ポイント) 2つ以上お申込みで 最大3,500円相当のポイント (700ポイント)

・詳細につきましては、カード送付時に同封のチラシをご覧ください。

さらに「新規入会プレゼント」実施中！

（本会員･ご家族会員同時にご入会の場合は､2,000円キャッシュバック）
※キャッシュバックは原則として、初回年会費請求⽉またはその翌⽉にいたします。ご利⽤代⾦明細書にてご確認ください。
※キャッシュバック時点でカード解約またはお支払い口座未設定・解約あるいは支払い延滞中の場合等の事由によりキャッシュバックを

実施できない場合は、本キャンペーンの対象外となります。
※キャンペーンは、天災地変の影響により実施が困難となった場合等、予告なく中止する場合があります。

2021年7月
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ご旅行に最高5,000万円 までの海外・国内旅行傷害保険（※一部カード利用が条件）

空港ラウンジサービス（国内主要空港）
空港ラウンジがご利⽤いただけます（ソフトドリンク無料）。ご出発前のひとときを快適に
お過ごしください。

国内外へのご出張やご旅⾏の補償はさらに万全に。万が⼀の時もしっかりお守りいたします。
○海外旅⾏中（⽇本出国⽇から3ヵ⽉以内）の病気･ケガの治療費⽤や賠償責任・携⾏品損害等を補償。

ご⼊会⽇（カード発⾏⽇）の翌⽇より、ご旅⾏の都度（何度でも）適⽤されます。
例︓傷害・疾病での治療費⽤なら、1事故・1疾病につきそれぞれ最⾼300万円までお支払い。

旅⾏中の⾝の回り品の盗難･破損にも、1旅⾏かつ1年間最⾼50万円までの携⾏品損害保険がついています。
※傷害死亡･後遺障害補償については、旅⾏代⾦の⼀部を事前にカードでお支払いいただくと、最⾼5,000万円

の補償⾦額になります。
○国内旅⾏についても、ご旅⾏中の電⾞等での事故や宿泊施設に宿泊中の⽕災事故、旅⾏会社主催の宿泊

ツアー旅⾏中等の事故について補償いたします。

お⾞の事故･故障･アクシデントの際に役⽴つ緊急サポート（バッテリージャンピング・レッカーサービス・鍵開け・ガス欠等）
事故･故障で⾃⾛不能となった時の、緊急宿泊･帰宅費⽤サポート（本⼈だけでなく、⾞検証上の定員まで）
例︓⾃宅から100km離れた先で故障し24時間以内に代替公共交通⼿段で帰宅する場合､お1⼈につき21,000円（税込）まで､同乗者含め負担。

VJロードサービスの詳細につきましては、弊社ホームページまたはカード送付時に同封の「ご利⽤ガイド」をご参照ください。サービス提供︓⽇本ロードサービス（株）

※

お車のトラブル時に安心のロードサービス（ロードサービスVISAゴールドカードのみ）

個人情報の取扱いに関する同意文言：私は申込書請求のために提供する個人情報を貴社が次の目的達成のために利用することに同意します。〔弊社は「個人情報の保護に関する法律」に基づき適正な保護を講じた
うえで、管理・利用させていただきます。なお、個人情報の利用目的およびその範囲については、入会申込書送付先にＶＩＳＡカード入会申込書を送付することに限定します。〕 1

お問い合わせは 三井住友トラスト･カード（株）まで

◆お電話 0120-370-070 受付時間︓９〜１７時（⼟・⽇・祝⽇・12/30〜1/3を除く）

※⼊会審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。

インターネットでのお申込みで、引き落し口座設定
のお手続きが完了する金融機関は以下の5行です。

・三井住友信託銀行 ・ゆうちょ銀行
・三井住友銀行 ・三菱ＵＦＪ銀行
・みずほ銀行

※ 金融機関毎にお取扱い時間が異なりますので、詳しくは
インターネッ ト上の画面でご確認をお願いします。

※ 左記以外の金融機関をご希望、または左記金融機関の
お取扱い時間外の場合は、インターネットでのお手続き後、
弊社からお送りする引き落し口座に関する書類に必要事
項をご記入・ご捺印のうえご返送をお願いします。
なお、金融機関によってはお取扱いできない場合がござ
いますので、その際はお電話にてお問い合わせください。

ゴールドカードは、
日常生活の様々なシーンでお役に立ちます。

①ゴールドカードの入会申込みはこちら

https://www3.vpass.ne.jp/olentry/online_nyukai/input.
do?p00=0150001U&i00=0

②ロードサービスゴールドカードの入会申込み
はこちら

https://www3.vpass.ne.jp/olentry/online_nyukai/input.
do?p00=0150001V&i00=0

※注意
オンライン入力画面「その他の入力」

団体コードに ●●●● と半

角で必ず入力してください。

（同窓会の識別番号です）

※三井住友カード株式会社とお間違えのないようご注意ください

◆オンラインでのお申込み
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第 3 号議案 令和３年度助成計画(案) 

 

 1.大学学生県人会（15,000 円／１件あたり） 

 2.大学教職員と遠隔地出身者による地域別懇親会（１名あたり 3,000 円程度) 

 3.大学卒業記念パーティー（羽島 200,000 円、岐阜 50,000 円） 

 4.卒業生主催の同窓会（1,000 円／参加者１名あたり） 

 5.卒業生の企画による OB 報告会・教員養成講座 等 卒業生の旅費・謝礼の補助 

 6.学生・サークル活動への助成 

 7.卒業生を中心とする研修会、演奏会等への事業後援 

 8.同窓会長賞による表彰・記念品授与(継続検討) 

 9.新型コロナウイルス感染症による大学学生支援に対し、同窓会からの支援(継続) 

 

○同窓会(同期会・サークル OB・OG 会)等助成（1,000 円／参加者 1 名あたり） 

 7 月末現在で申請なし 

 

○事業後援申請について(令和３年８月現在) 

・事業名 第９回授業の鉄人コンクール 

申請者 西田耕介(教育学部中等教育課程数学専攻卒業) 

日 時 令和 4 年 1 月 12 日(日) 13:00～16:30 

場 所 岐阜聖徳学園大学羽島キャンパス 

主 催 NPO 法人授業改革学会 

参加費 なし 

※実質後援の条件は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で開催が中止となった場

合、あるいは規模が縮小された場合、助成金の余剰分は返金することとする。 

 

・事業名 第４回瑲瑲会（そうそうかい）コンサート 

 申請者 澁谷由美(教育学部中等教育課程音楽専攻卒業) 

日 時 令和 3 年 8 月 21 日(土) 13:00～16:30 

  場 所 クララザール じゅうろく音楽堂 

  主 催 瑲瑲会コンサート実行委員会 

 ※申請受理後、新型コロナウイルス感染症拡大に配慮し、今年度の演奏会を中止し、

来年度開催を目指すとの連絡があった。このため、実質後援としては中止決定までにす

でに準備にかかった経費の半額を後援することとした。 

 

・事業名 聖和会学習会（前年度実施分） 

 申請者 青木香織(教育学部初等教育課程音楽専修卒業) 

  日 時 令和２年 10 月 6 日(火) 18:30～19:30 

  場 所 アイリス愛知 

  主 催 聖和会(名古屋市公立学校教員による本学同窓会) 

 参加者数 90 名 
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 講演 「主体的に学習に取り組む態度をどのように評価し、授業改善に生かすか」 

     岐阜聖徳学園大学教授 玉置崇先生 

 

○学生・サークル活動等への助成(令和３年８月現在) 

【サークル活動への助成】 

・水泳部（個人） ジャパンオープン出場(朝日菜月) 

・硬式野球部（団体） 第 70 回全日本大学野球選手権記念大会出場 

・軟式野球部（団体） 全日本大学軟式野球選抜大会出場 

・男子ソフトボール部（団体） 第 56 回全日本大学ソフトボール選手権大会出場 

・男子・女子ソフトボール部（団体） 第 53 回西日本大学（男・女）ソフトボール選手権

大会 

 

【学生への助成】 

・岐阜キャンパスに新設された屋内練習場の備品寄付 

大学から令和 3 年 8 月に完成する岐阜キャンパスの屋内運動場に、学生が使用する備品

等を寄付してほしいとの依頼があったため、20～30 万円ぐらいを目安として、ベンチなど

同窓会の名入れをした備品寄付を行う。 

 

○卒業生への助成 

・落語家卒業生の真打昇進への激励 

本学卒業後に柳家花緑に入門し、令和 3 年 9 月 21 日に真打昇進を果たした柳家花いち

さん(本名：松本康延さん 平成 17 年 3 月教育学部初等教育課程社会専修卒業)に対し、9

月から行われる一般社団法人日本落語協会真打昇進披露興行に同窓会から、お祝いの生花

スタンドを贈呈する。 

 

※今後本学卒業生を公表しながら、多方面で活躍する卒業生に対しての支援も検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料No.5-2



屋内練習場建築に伴う同窓会寄贈備品 

 
バネ脚折りたたみカラーベンチ（ブルー） ×１０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
傘立て（オレンジ） ×１ 
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岐阜聖徳学園大学 屋内運動場 GIA 
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第 4 号議案 その他の審議事項 

(令和３年度検討事項) 

○同窓会事業について 

(1)大学保管の過去の写真データ、ビデオデータのデジタル化(継続と新規) 

過去の写真を専門業者に依頼しデータ化を進める(継続)。 

ヤナカメで保管している過去の学内写真を買い取り、デジタル化を進める。プリントし

てあるものは今後写真展示等で使用する(新規)。 

 

(2)岐聖祭での写真展示(今年度は中止) 

 第 24 回岐聖祭が通常通り開催できる場合は、一昨年度まで行っていた過去の写真展示

を行う。 

※現時点では、オンラインも活用し、在学生中心での大学祭開催を検討している。この

ため、同窓会が多くの卒業生に参加してもらう趣旨のイベントを開催することは避け

たほうが良いと判断したため、今年度は中止とする。 

 

【意見交換】 

 大学創立 50 周年(令和 4 年度)に向けた事業計画 

※事業自体が現時点で未定(大学で準備委員会等が発足していない)であるが、何か提案

を集め、実際の事業計画に役立てたいので、企画等があれば同窓会事務局まで連絡する。 
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【収入の部】

科　　目 令和３年度予算額 令和２年度予算額 比較増減 摘                     要

会 費 7,360,000 7,050,000 310,000 10,000円×736名(新４年生775名×95%)

雑 収 入 5,000 5,000 0 利息等

繰 越 金 754,026 819,721 △ 65,695

同窓会基金からの繰り入れ 0 0 0

合 計 8,119,026 7,874,721 244,305

【支出の部】

科　　目 令和３年度予算額 令和２年度予算額 比較増減 摘                     要

人 件 費 300,000 300,000 0

印 刷 製 本 費 500,000 300,000 200,000 事業案内　「和」案内チラシ　他

通 信 運 搬 費 2,200,000 2,000,000 200,000 役員会通知、「和」送付　他

備 品 消 耗 品 費 300,000 300,000 0

会 議 費 200,000 200,000 0 役員会　他

旅 費 交 通 費 200,000 200,000 0 お車料　出張旅費　他

同 窓 会 事 業 費 3,500,000 4,000,000 △ 500,000 各種助成

雑 費 400,000 374,721 25,279 振込手数料等

同 窓 会 基 金 200,000 200,000 0

翌 年 度 繰 越 金 319,026 0 319,026

合 計 8,119,026 7,874,721 244,305

科目間の流用可

【同窓会基金】　

科　　目 金額

繰 越 金 53,823,903

本 会 計 へ の 繰 り 入 れ 0

令 和 3 年 度 積 立 金 200,000

利 息 0

合 計 54,023,903

令和３年度同窓会予算書（案）

（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

資料No.7



 

 

岐阜聖徳学園大学同窓会規約 

 

第１章 総則 

第１条 本会は岐阜聖徳学園大学同窓会と称する。 

第２条 本会は同窓会事務局（以下「事務局」という）を岐阜聖徳学園大学内に置く。 

２ 事務局について必要な事項は、別に定める。 

 

第２章 目的ならびに事業 

第３条  本会は会員相互の親睦を図り、岐阜聖徳学園大学・旧聖徳学園岐阜教育大学（以下「母校」

という）の発展につくし、進んで社会の教育・文化に貢献することを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的のために次の事業を行う。 

 (1)会報・会員名簿・その他必要と認める出版物の刊行 

 (2)会員の親睦を図るための事業 

 (3)母校への協力 

 (4)その他、本会の目的達成のために必要と認めたこと 

 

第３章 会員 

第５条 本会は次の会員で構成する。 

 (1)正 会 員     母校卒業生 

 (2)特別会員 母校現旧教職員 

 (3)名誉会員 母校に特別の関係があり会長の推薦した者 

第６条 本会会員は、住所・勤務先・氏名を変更した場合は、直ちに本会に届けなければならない。 

 

第４章 役員及び任務 

第７条 本会に次の役員を置く。 

 (1)名 誉 会 長       １名 

 (2)会 長       １名 

 (3)副 会 長       ２名 

 (4)庶務(書記)       ２名 

 (5)会 計       ２名 

 (6)会 計 監 査       ２名 

 (7)評 議 員       卒業年度毎４名 

 (8)顧 問       若干名 

第８条 役員の会務は次の規定による。 

２ 会長は本会を代表し会務を総括し、役員会及び総会の議長となる。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。 

４ 会計は本会の財務のすべてを処理する。 

５ 庶務（書記）は本会の記録その他事務を処理する。 

６ 評議員は会務の企画及び実施に関する事項を審議する。 

７ 名誉会長・顧問は会長及び評議員の諮問に応じ、また、これに意見を述べることができる。 

第９条 役員は次の方法によって選出する。 

２ 名誉会長は、母校学長を推す。 

３ 会長・副会長・庶務（書記）・会計・会計監査は総会において、評議員の中から選出する。た

だし、庶務（書記）の１名と会計の１名は母校教職員に委嘱することができる。 

４ 会長・副会長・庶務（書記）・会計・会計監査は、評議員と兼務とする。 

５ 評議員は正会員の中から卒業年度毎に各学部１名、計４名を選出する。ただし、会長の推薦が 

ある場合はこの限りではない。 

６ 顧問は会長が委嘱する。 

第 10 条 本会の役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員はその任期満了後の後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。 

４ 役員がその任期中離任する場合は、役員会の議決により解任し総会の承認を得る。役員に欠員



 

 

が生じた場合は、直ちに補う。 

 

第５章 会議 

第 11 条 本会の会議は、総会・臨時総会・役員会の３種類とする。 

２ 会議の議事は、すべての出席者（委任状提出者を含む）の過半数によって議決する。 

第 12 条 総会は毎年１回開催し、次の事項を審議する。 

 (1)会務の報告及び各種事業に関すること。 

 (2)規約の規定及び改廃に関すること。 

 (3)会計報告ならびに予算審議に関すること。 

 (4)役員の選出に関すること。 

 (5)その他の重要事項に関すること。 

２ 総会は役員会の開催をもって代えることができる。 

第 13 条 臨時総会は会長が必要と認めた場合又は会員の３分の１以上の要求があった場合開催す

る。 

第 14 条 役員会は本会役員で組織し、会長が必要と認めた場合開催する。 

２ 役員会は本会の事業遂行に必要な事項について審議する。 

３ 緊急を要する場合は、総会で議決する事項を役員会において議決することができる。 

 

第６章 資産及び会計 

第 15 条 正会員は、卒業時に入会金・終身会費・会員登録費として本会に 10,000 円納入する。 

第 16 条 本会の会計は、毎会計年度の収支決算・収支予算案を役員会に提出して、その審議決定の

上、総会の承認を得なければならない。 

第 17 条 本会の決算は、会計監査の監査を得て、これを総会 に報告する。 

第 18 条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 

 

第７章 支部の設立 

第 19 条 正会員 10 名以上を有する地域には、本会の支部を設けることができる。 

第 20 条 支部会には、本部から代表者を派遣して連絡親睦を図る。 

 

第８章 規約の改正 

第 21 条 規約の変更は、役員会の議決を経た後、総会の承認を要する。 

 

第９章 雑則 

第 22 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

 この規約は、昭和 51 年３月 15 日より施行する。 

附則（全面改正） 

 この改正規約は、昭和 63 年３月 15 日より適用する。 

附則 

 この規約は、平成４年４月１日より適用する。 

附則（大学名称変更） 

 この規約は、平成 10 年４月１日より適用する。 

附則 

 この規約は、平成 20 年４月１日より適用する。 

附則 

 この規約は、平成 21 年４月１日より適用する。 

附則 

 この規約は、平成 23 年４月１日より適用する。 

附則 

 この規約は、平成 30 年４月１日より適用する。 

 


